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ン
ン
ン
　
一

０７
年
参
院
選
の
「１
票
の
格
差
」

な
る
。

選
挙
運
動
は
、

こ
れ
ら
の

を
め
ぐ
る
訴
訟
の
判
決
で
、

最
高
　
情
報
を
提
供
す
る
重
要
な
役
割
を

裁
は
先
月
３０
日
、

現
状
に
お
け
る
　
担
う
。

本
来
、

自
由
か
つ
活
発
に

投
票
価
値
の
大
き
な
不
平
等
を
認
　
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

め
、

国
会
で
速
や
か
に

「適
切
な
　
　
と
こ
ろ
が
、

現
在
の
公
職
選
挙

検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
　
法
で
は

「選
挙
運
動
」
は
公
示
、

る
」
と
の
判
断
を
示
し
た
。

　

　

　

告
示
の
日
か
ら
投
票
日
の
前
日
ま

「国
民
の
意
思
を
適
正
に
反
映
　
で
し
か
許
さ
れ
ず
、

そ
れ
以
前
は

す
る
選
挙
制
度
が
民
主
政
治
の
基

　

「事
前
運
動
」
と
し
て
刑
罰
の
対

こ

　

盤
で
あ
る
」
と
の
認
識
か
ら
、

選
　
象
と
な
る
。

戸
別
訪
間
は
禁
止
さ

”
中
　

弁
『
中
的
知
帥

悌
砂
姫
雑
れ
嘘
棒

　
的
↓
伸
中
咋
わ
帥

す
義
帥
中
一
帥

の

晋
新
政
権
で
公
選
法
改
正
断
行
を

キ
”
　

す
る

「鄭
報
搬
球
部
能
知
鈍
雅
級
物

血
畷
　

公
職
選
挙
法
の
選
挙
運
動
規
制
の

出
息

　

も
、

抜
本
的
な
改
革
の
必
要
性
を

一
一

　

離
華
雑
輸
舞
聴
和
朝
拘
般
議
庫
生

か
た
ぎ

・
じ

ゅ
ん
　
自
治
省
入
省
後
、

第
２
次
臨
時
行
政
調
査
会

（土
光
臨
調
）
調
査
員
、

大
阪
府
総
務
部
長
、

自
治
省
選
挙
部
長

な
ど
を
歴
任
。

早
稲
田
大
学
大
学
院
で
公
共
経
営
研
究
科
教
授
。

て
は
、

特
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
、

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る

「選
挙

運
動
」
も
禁
止
で
あ
る
。

民
主
主
義
の
先
進
国
で
あ
る
多

く
の
欧
米
諸
国
で
は
、

選
挙
運
動

は
、

選
挙
民
が
政
党
や
候
補
者
の

政
策
等
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手

段
と
し
て
原
則
と
し
て
自
由
と
さ

れ
る
。

戸
別
訪
間
も
、

候
補
者
討

論
会
も
、

マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
の
配
布

も
、

電
子
メ
ー
ル
を
含
め
イ
ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
に
よ
る
選
挙
運
動
も
す

べ
て
自
由
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、

か
つ
て

選
挙
運
動
は
基
本
的
に
自
由
で
あ

っ
た
。
１
９
２
５

（大
正
１４
）
年

の
普
通
選
挙
の
実
現
を
契
機
に
選

挙
運
動
等
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
と

な
り
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

戦
後
、

基
本
的
人
権
を
定
め
た
日
本
国
憲

法
が
制
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、

選
挙
運
動
の
自
由
は
規
制
さ

れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、

従
来
、

こ
の
よ
う

な
公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
運
動

等
の
規
制
を
合
憲
と
し
て
き
た
。

だ
が
、

憲
法
２‐
条
が
保
障
す
る
表

現
の
自
由
は

「民
主
主
義
国
家
の

政
治
的
基
盤
を
な
し
、

国
民
の
基

本
的
人
権
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け

重
要
な
も
の
で
あ
り
、

法
律
に
よ

っ
て
も
み
だ
り
に
制
限
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
」

（
７４
年
大
法
廷
判

決
）
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
が
１
９
７
９
年
に
批
准

し
た
国
際
人
権
Ｂ
規
約
に
つ
い
て

も
改
め
て
指
摘
し
た
い
。

同
規
約

は
、

す
べ
て
の
市
民
が
不
合
理
な

制
限
な
し
に
、

自
由
に
選
ん
だ
代

表
者
を
通
じ
て
、

政
治
に
参
与
す

る
こ
と
を
保
障
し
て
い
る
。

す
な

わ
ち
、

「選
挙
人
の
意
思
の
自
由

な
表
明
を
保
障
す
る
」
選
挙
で
投

票
し
、

選
出
さ
れ
る
と
い
う
権
利

で
あ
る
。

さ
ら
に
、

現
在
の
選
挙
運
動
規

制
の
問
題
点
は
、

許
さ
れ
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
境
界
が

不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。

今
回
の
総
選
挙
に
お
い
て
も
、

候
補
者
や
運
動
員
か
ら

「何
が
適

法
で
、

何
が
違
法
な
の
か
わ
か
ら

な
い
」
と
の
戸
惑
い
の
声
が
聞
か

れ
、

選
挙
期
間
中
の
ホ
ー
ム
ベ
ー

ジ
や
ブ
ロ
グ
の
更
新
に
つ
い
て
も

対
応
が
分
か
れ
る
な
ど
現
場
に
混

乱
が
み
ら
れ
た
。

ホ
ー
ム
ベ
ー
ジ

に
よ
る
選
挙
運
動
に
つ
い
て
は
、

０２
年
、

総
務
省
の
研
究
会
が
そ
の

解
禁
を
提
言
し
て
い
る
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
、

い
ま
だ
に
実
現
し
て

い
な
い
。

民
主
党
は
、

今
回
の
総
選
挙
の

マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
で
、

「イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
選
挙
活
動
を
解
禁
す
る
」

と
公
約
し
た
。

鳩
山
新
政
権
は
、

こ
れ
を
突
破
口
と
し
て
、

さ
ら
に

選
挙
運
動
規
制
の
撤
廃
や
１
票
の

格
差
の
是
正
を
実
現
し
、

「国
民

の
意
思
を
適
正
に
反
映
す
る
選
挙

制
度
」
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で

あ
る
。


